
特定非営利活動法人コミュニティリーダーひゅーるぽん定款

前文

　国際障害者年である1981年夏、私たちは、３人の仲間とともに、障害を持つ子どもた

ちのいきいきした生活と社会参加を支援していきたいという強い思いから、この団体コ

ミュニティリーダーひゅーる ぽんを設立した。それから今日まで、子どもたち、地域と

積み重ねてきた時間の中で、私たちボランティアリーダーは、人間の尊厳に基づく人の優

しさやすばらしさ、その生き方を学んだ。

　私たち人間は、これまでの営みの中で、まだ、真の豊かさ、幸せ、平和を確立するに

至っていない。そして、今、多くの市民がその実現に向けて動きをはじめている。豊かな

市民社会を自らの手で築こうとしている。

　私たちは、人間として、よく見聞きし、寄り添い、すべての人、社会の幸せのために自

らの心に基づいてすすんで体を動かし、街を創造するひとりでありたいと思う。そして、

子どもたち、地域の人々の心の中にともに存在するひとりでありたいと思う。将来の社会

を担う青少年と共に歩むひとりでありたいと思う。さらに、そうした自発性と創造性に基

づいた豊かな生き方を身をもって示すひとりでありたいと思う。

　ボランティア国際年の今年、私たちは、これまでの活動をより一層推進し、子どもたち

地域とともにあるために、真に豊かな社会を実現するために、多くの方々から寄せられた

期待と励ましの中で、ここに特定非営利活動法人として新生することにした。私たちの崇

高な理想を全うするため、以下にその定款を定める。

2001年６月２日

特定非営利活動法人　コミュニティリーダー　ひゅーるぽん設立発起人一同

第１章　総則

（名称）

第１条　本法人は、特定非営利活動法人コミュニティリーダーひゅーるぽんといい、略

称をひゅーるぽんとする。

２　本法人の英文は、CommunityLeaderHullPongとし、略称はHullPongとする。

（事務所）

第２条　本法人は、主たる事務所を広島県広島市安佐南区に置く。

第２章　目的および事業

（目的）

第３条　本法人は、あたたかなまちづくりをテーマに、地域に対して自発性にもとづいた

多様な福祉活動、まちづくり活動を行い、もって社会全体の利益の増進に寄与すること

を目的とする。

（特定非営利活動の種類）



第４条　本法人は、前条の目的を達成するために、次の種類の特定非営利活動を行う。

（１）保健、医療または福祉の増進を図る活動

（２）社会教育の推進を図る活動

（３）まちづくりの推進を図る活動

（４）文化、芸術またはスポーツの振興を図る活動

（５）環境の保全を図る活動

（６）災害救援活動

（７）地域安全活動

（８）人権の擁護または平和の推進を図る活動

（９）国際協力の活動

（１０）男女共同参画社会の形成の促進を図る活動

（１１）子どもの健全育成を図る活動

（１２）前各号に掲げる活動を行う団体の運営または活動に関する連絡、助言または援助

の活動

第５条　本法人は、第３条の目的を達成するため、次の特定非営利活動に係る事業を行

う。

（１）子どもたちの育ちの支援に関わる事業

①上記を目的とした自主事業ならびに、福祉法令に基づくデイサービス及び居宅介護

事業などの指定事業者事業を含む福祉事業

（２）障害のある人等をはじめとする成人の地域生活ならびに社会参画支援に関わる事業

①上記を目的とした自主事業ならびに、福祉法令に基づく地域活動支援センター事

業、就労継続支援事業などの指定事業者事業を含む福祉事業

（３）まちづくりに関わる事業

（４）ボランティアおよびボランティア団体の参加・育成支援、そのための助言に関わる

事業

（５）緊急・災害時の支援に関わる事業

（６）その他、本法人の目的を達成するために必要な事業

第３章　会員

（会員の種別）

第６条　本法人の会員は、次の３種とし、正会員をもって特定非営利活動法人上の社員と

する。

（１）正会員　本法人の目的に賛同して入会した個人および団体。

（２）賛助会員　本法人の事業を賛助するため入会した個人および団体。

（３）その他の会員　理事会が別に規則において定めた会員。

（入会）

第７条　本法人の正会員になろうとするものは、別に定める入会申込書を理事長に提出す

るものとする。

２　理事長は、前項の入会申込者が、第３条に定める本法人の目的に賛同し、第４条に定

める活動および事業に協力できる者と認めるときは、正当な理由がない限り、入会を認

めなくてはならない。



（会費）

第８条　会員は、毎年一回年会費を納入しなければならない。

２　正会員、賛助会員、その他の会員の会費の額は、理事会の議決を経て定めるものとす

る。

（退会）

第９条　正会員は、別に定める退会届を理事長に提出し、任意に退会することができる。

２　正会員が次の各号の一に該当するときは、理事会の議決を経て、退会したものとみな

すことができる。

（１）死亡し、または失踪宣告を受けたとき。

（２）法人または団体が解散したとき。

（３）正会員が会費を２年以上滞納したとき。

（除名）

第１０条　会員が次のいずれかに該当するときは、理事会の議決を経て、これを除名する

ことができる。

（１）法令、本法人の定款または規則に違反したとき。

（２）本法人の名誉を毀損し、または本法人の目的に反する行為をしたとき。

２　前項の規定により会員を除名する場合は、当該会員にあらかじめ通知するとともに、

議決の前に弁明の機会を与えなければならない。

（拠出金品の不返還）

第１１条　本法人は、会員がすでに納入した会費およびその他の拠出金品は、これを返還

しない。

第４章　役員および職員

第１２条　本法人に次の役員を置く。

（1）理事 ５人以上１５人以内

（2）監事 １人以上　２人以内

２　理事のうち、１人を理事長、１人を副理事長とする。

３　理事会は、理事会の議決を経て、若干名の常務理事を置くことができる。

（選任等）

第１３条　理事は、理事会において選任し、総会に報告する。

２　監事は、総会で選任する。

３　理事長および副理事長は、理事会において理事の互選により定める。

４　監事は、理事または本法人の職員を兼ねることができない。

（職務）

第１４条　理事長は、本法人を代表し、その業務を統括する。

２　副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故があるときまたは理事長が欠けたとき、

その職務を代行する。

３　理事は、理事会を構成し、この定款の定め、および理事会の議決に基づき、本法人の

業務を執行する。　

４　監事は、次に掲げる職務を行う。

（１）理事の業務執行の状況を監査すること。

（２）本法人の財産の状況を監査すること。



（３）前２号の規定による監査の結果、本法人の業務または財産に関し、不正の行為また

は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会

または所轄庁に報告すること。

（４）前号の報告をするため必要がある場合には、総会を召集すること。

（５）理事の業務執行の状況、または本法人の財産の状況について、理事に意見を述べる

こと。

（任期等）

第１５条　役員の任期は、２年とする。ただし、再任を妨げない。

２　補欠または増員により選任された役員の任期は、前項の規定にかかわらず、前任者ま

たは他の現任者の残任期間とする。

３　役員は、就任または任期終了の後においても、第１２条第１項に定める最小の役員数

を欠く場合には、後継者が就任するまではその職務を行わなければならない。

（欠員補充）

第１６条　理事または監事のうち、その定数の３分の１を超える者が欠けたときは、遅滞

なくこれを補充しなければならない。

（解任）

第１７条　役員が次のいずれかに該当する時は、理事会において出席した理事総数の過半

数の議決を経て、当該役員を解任することができる。

（１）心身の故障のために職務の執行に堪えないと認められるとき

（２）職務上の義務違反、その他役員としてふさわしくない行為があると認められるとき

（報酬等）

第１８条　役員の報酬に関しては、理事会で定めるものとする。

２　役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。

（顧問）

第１９条　本法人に顧問を若干名置くことができる。

２　顧問は、学識経験者または本法人に功労のあった者のうちから、理事会の推薦によ

り、理事長が委嘱する。

３　顧問は、本法人の運営に関して理事長の諮問に答え、または理事長に対して意見を述

べる。

４　顧問の任期は２年とする。ただし、再任を妨げない。

第５章　総会

（種別）

第２０条　本法人の総会は、通常総会および臨時総会の２種とする。

（構成）

第２１条　総会は、正会員をもって構成する。

（機能）

第２２条　総会は、本法人の運営に関する次の事項を議決する。

（１）事業報告および決算の承認

（２）定款の変更

（３）合併

（４）解散



（５）その他、理事会が総会に付すべき事項として議決した事項

（開催）

第２３条　通常総会は、毎年１回開催する。

２　臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。

（１）理事会が必要と認め、召集の請求をした場合

（２）正会員の３分の１以上から会議の目的たる事項を示して請求があった場合

（３）第１４条の第４項第４号の規定により、監事から召集があった場合

（召集）

第２４条　総会は、この定款に別に定めるもののほか、理事長が召集する。

２　総会を召集する場合は、会議の日時および場所ならびに目的たる事項およびその内容

を示した書面をもって、開会日の２週間前までに召集通知を発信して行わなければなら

ない。

３　前条第２項第１号および第２号の規定による請求があった場合は、理事長は速やかに

総会を召集しなければならない。この請求があったにもかかわらず、理事長がこの請求

のときから、１ヵ月以内に会議を召集しないときは、請求をしたもの（ただし、前条第

２項第１号および第２号の場合においては、請求した者の代表者）は、会議を召集する

ことができる。

（議長）

第２５条　総会の議長は、出席した正会員の中から選出する。

（定足数）

第２６条　総会は、正会員の過半数の出席がなければ開会できない。

（議決）

第２７条　総会の議事は、この定款に別に定めるもののほか、出席した正会員の過半数を

もって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

２　総会における議決事項は、第２４条第２項の規定によってあらかじめ通知した事項に

ついてのみ議決することができる。ただし、議決が緊急を要するもので、出席した正会

員の過半数以上の同意があった場合は、この限りではない。

３　議決すべき事項につき特別な利害関係を有する正会員は、その事項について表決権を

行使することができない。

（書面表決等）

第２８条　総会に出席しない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面、または

他の正会員を代理人として表決権を行使することができる。

２　前項の代理人は、代表権を証する書面を会議ごとに議長に提出しなければならない。

３　第１項の規定により表決した正会員は、第２6条および前条第１項の規定の適用につ

いては、総会に出席したものとみなす。

（議事録）

第２９条　総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならな

い。

（１）日時および場所

（２）正会員総数および出席者数（書面表決者または、表決委任者がある場合にあって

は、その数を付記すること）

（３）審議事項



（４）議事の経過の概要と議決の結果

（５）議事録署名人の選任に関する事項

２　議事録には、議長および出席した正会員のうちから、その会議において選任された議

事録署名人２人以上が署名しなければならない。

第６章　理事会

（構成）

第３０条　理事会は、理事をもって構成する。

２　監事は、理事会に出席し、意見を述べることができる。

（権限）

第３１条　理事会は、この定款で定めるもののほか、次の事項を議決する。

（１）事業計画および収支予算の作成並びにその変更

（２）事務局の組織および運営

（３）総会に付議すべき事項

（４）その他、運営に関する事項

（運営方法）

第３２条　理事会の運営方法は、理事会の議決を経て、理事長が定める規則による。

第７章　資産および会計

（資産の構成）

第３３条　本法人の資産は、次に掲げるものをもって構成する。

（１）設立当初の財産目録に記載された資産

（２）会費

（３）寄付金品

（４）財産から生じる収入

（５）事業に伴う収入

（６）その他の収入

（資産の管理）

第３４条　本法人の資産は、理事会の議決を経て理事長が管理する。

（経費の支弁）

第３５条　本法人の経費は、資産をもって支弁する。

（事業年度）

第３６条　本法人の事業年度は、毎年４月１日に始まり、翌年３月３１日に終わる。

（事業計画および収支予算）

第３７条　本法人の事業計画およびこれに伴う収支予算は、毎事業年度ごとに理事長が作

成し、当該事業年度開始前に理事会の議決を経なければならない。

２　当該事業年度中の事業計画および収支予算の変更は、理事会の議決による。

（事業報告および決算）

第３８条　本法人の事業報告書、財産目録、貸借対照表および収支決算書は、理事長が毎

事業年度終了後に遅滞なくこれを作成し、理事会の議決および、監事の監査を経た上

で、当該事業年度終了後の通常総会の承認を経なければならない。

２　前項の監事の監査を経た事業報告書、財産目録、貸借対照表および収支決算書は、役



員名簿、役員のうち前年に報酬を受けた者の名簿、社員のうち１０名以上名簿を添え

て、当該事業年度終了後３ヵ月以内に本法人の所轄庁に提出しなければならない。

（剰余金の処分）

第３９条　本法人の決算において、剰余金を生じたときは、翌事業年度に繰り越すものと

する。

第８章　定款の変更、解散および合併

（定款の変更）

第４０条　この定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の過半数の議決を

経て、かつ特定非営利活動促進法第２５条第３項に規定する軽微な事項を除いては、所

轄庁の認証を得なければならない。

２　前項の軽微な事項に関わる定款の変更を行った場合には、速やかに所轄庁にその旨を

届けなければならない。

（解散）

第４１条　本法人は、次に掲げる事由により解散する。

（１）総会の決議

（２）目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能

（３）正会員の欠亡

（４）合併

（５）破産

（６）所轄庁による認証の取消し

２　前項第１号の規定に基づき解散する場合は、正会員総数の過半数が出席した総会にお

いて、出席した正会員の３分の２以上の議決を得なければならない。

３　第１項第２号の規定に基づき解散する場合は、所轄庁の認定を得なければならない。

４　本法人が解散したときは、理事が清算人となる。

（合併）

第４２条　本法人は、正会員総数の過半数が出席した総会において、出席した正会員の３

分の２以上の議決を経、かつ所轄庁の認証を受けなければ、合併することができない。

（残余財産の帰属先）

第４３条　本法人が解散したときに有する残余財産は、総会において出席した正会員の過

半数をもって決した特定非営利活動法人または社会福祉法人に寄付するものとする。

（公告の方法）

第４４条　本法人の公告は、官報に掲載して行う。

第９章　雑則

（委員会）

第４５条　本法人は、事業の円滑な遂行を図るため、理事会の議決を経て、委員会を設け

ることができる。

２　委員会は、その目的とする事項について、調査し、研究し、または事業を遂行する。

３　委員会の組織および運営に関して必要な事項は、理事長が理事会の議決を経て、別に

定める。

（事務局）



第４６条　本法人に、事務局を置く。

２　事務局には、事務局長および所要の職員を置く。

３　事務局長および職員は、理事長がこれを任免する。

４　事務局の組織および運営に関し、必要な事項は理事会において定める

（実施細則）

第４７条　この定款の実施に関して必要な細則は、理事会の議決を経て、理事長が別に定

める。

附則

１　この定款は、本法人が法人として成立した日（以下、「設立日」という）から施行す

る。

２　この法人の設立当初の会費は、第８条の規定に関わらず、次に掲げる額とする。

正会員 年会費５千円（一口）

賛助会員 年会費５千円（一口）

３　本法人の設立当初の役員は、第１３条第１項および第２項の規定にかかわらず、次に

掲げるものとする。その任期は、第１５条第１項の規定にかかわらず、設立日から平成

１５年３月３１日までとする。

理事長 川口　隆司

副理事長 山口　道子

常務理事 鰐川　幹浩

理　事 免出　義樹

理　事 風呂山　誠

監　事 金尾　哲也 　　

４　本法人の設立当初の事業年度は、第３６条の規定にかかわらず、設立日から平成１４

年３月３１日までとする。

５　本法人の設立当初の事業年度の事業計画および収支予算は、第３７条第１項にかかわ

わらず、設立総会の定めるところによる。

附則

１　特定非営利活動法人コミュニティリーダーひゅーるぽん定款の一部を、平成１４年

１１月１６日付けで改訂する。

２　特定非営利活動法人コミュニティリーダーひゅーるぽん定款の一部を、平成１８年

６月３日付けで改訂する。


